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医療法人会計基準を適用する場合の貸借対照表の様式について 
 
 
「医療法人会計基準について」（平成２６年３月１９日医政発０３１９第７号厚

生労働省医政局長通知）により周知した医療法人会計基準を適用する医療法人の

事業報告について、今般、貸借対照表の様式を別に定めることとし、「医療法人に

おける事業報告書等の様式について」（平成１９年３月３０日医政指発第０３３０

００３号厚生労働省医政局指導課長通知）の一部を別添のとおり改正することと

したので、御了知の上、貴管内の医療法人等に対する周知方お願いする。 
 



 

 

○「医療法人における事業報告書等の様式について」（平成１９年３月３０日医政発第０３３０００３号）（抄） 

                    （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

１ 医療法（昭和２３年法律第２０５号。以下「法」という。）第５１

条第１項の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに

第４６条の４第７項第３号の監査報告書の様式を次のとおり定めたこ

と。 

(1) 事業報告書                   様式１ 

 (2) 財産目録                     様式２ 

 (3) 貸借対照表 

① 病院又は介護老人保健施設を開設する医療法人 

   ア 改正法の施行日以後に設立された医療法人（ただし、改正法

の施行日以後に設立の申請を行った医療法人に限る。) 又は改

正法の施行日前に設立された医療法人で、施行日以降に法第４

４条第５項の規定にかかる定款又は寄附行為の変更につき法第

５０条第１項の認可を受けた医療法人（以下「新法の医療法

人」という。）                様式３－１ 

   イ 改正法附則第１０条第２項の規定により、改正法による改正

前の法第５６条の規定が、当分の間、なおその効力を有するこ

ととされた医療法人（以下「経過措置型医療法人」という。 

様式３－２  

② 診療所のみを開設する医療法人 

   ア 新法の医療法人               様式３－３ 

   イ 経過措置型医療法人                        様式３－４ 

 

※ 「医療法人会計基準について」（平成２６年３月１９日医政発

０３１９号第７号厚生労働省医政局長通知）により周知した医療

法人会計基準を適用する場合の様式については、医療法人会計基

準適用と記載のある様式を使用すること。 

１ 医療法（昭和２３年法律第２０５号。以下「法」という。）第５１

条第１項の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに

第４６条の４第７項第３号の監査報告書の様式を次のとおり定めたこ

と。 

(1) 事業報告書                   様式１ 

 (2) 財産目録                     様式２ 

 (3) 貸借対照表 

① 病院又は介護老人保健施設を開設する医療法人 

   ア 改正法の施行日以後に設立された医療法人（ただし、改正法

の施行日以後に設立の申請を行った医療法人に限る。) 又は改

正法の施行日前に設立された医療法人で、施行日以降に法第４

４条第５項の規定にかかる定款又は寄附行為の変更につき法第

５０条第１項の認可を受けた医療法人（以下「新法の医療法

人」という。）                様式３－１ 

   イ 改正法附則第１０条第２項の規定により、改正法による改正

前の法第５６条の規定が、当分の間、なおその効力を有するこ

ととされた医療法人（以下「経過措置型医療法人」という。 

様式３－２  

② 診療所のみを開設する医療法人 

   ア 新法の医療法人               様式３－３ 

   イ 経過措置型医療法人                        様式３－４ 

 

（新設） 

 

 

 

（別添） 



 

 

(4)～(5) 略 

２ 略 

 

(4)～(5) 略 

２ 略 

 



様式３－１（医療法人会計基準適用） （新設）

（単位：千円）

 １ 有 形 固 定 資 産

その他の有形固定資産

 ２ 無 形 固 定 資 産

前 渡 金

前 払 費 用

借 地 権

そ の 他 の 器 械 備 品

繰 延 税 金 資 産

そ の 他 の 流 動 資 産

医 療 用 器 械 備 品

Ⅱ　固　定　資　産

建 物

構 築 物

車 両 及 び 船 舶

土 地

建 設 仮 勘 定

その他の流動負債

Ⅱ　固　定　負　債

医 療 機 関 債

×××

×××

×××

長 期 借 入 金

（平成　　年　　月　　日現在）

×××

○ ○ 引 当 金

×××

×××

×××

×××

×××

資　産　の　部 負　債　の　部

短 期 借 入 金

金　　額

×××

×××

×××

科　　　目 科　　　目

Ⅰ　流　動　資　産 ×××Ⅰ　流　動　負　債

支 払 手 形

買 掛 金

その他の固定負債

未 払 法 人 税 等

×××

×××

預 り 金

た な 卸 資 産

×××

×××

現 金 及 び 預 金

事 業 未 収 金

有 価 証 券

×××

×××

×××

繰 延 税 金 負 債

×××

××× 未 払 金

負　債　合　計 ×××

未 払 費 用 ×××

×××

×××

××× 前 受 金

×××

繰 延 税 金 負 債

○ ○ 引 当 金

×××

金　　額

×××

×××

×××

×××

×××

×××

×××

×××

××××××

×××

前 受 収 益

×××

未 払 消 費 税 等

×××

※医療法人整理番号法人名　　　　　　　　　　　　　　　　　

所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　

貸 借 対 照 表

改正前

○「医療法人における事業報告書等の様式について」（平成１９年３月３０日医政指発第０３３０００３号）（抄）

（下線の部分は改正部分）

改正後



その他の無形固定資産

 ３ そ の 他 の 資 産

   　代　替　基　金

 　　○ ○ 積 立 金

　　 繰越利益積立金

×××

Ⅰ　基　　　　　金×××

×××

そ の 他 の 固 定 資 産

×××役職員等長期貸付金

×××

×××

×××

ソ フ ト ウ ェ ア

×××

×××負債・純資産合計

科　　　目

Ⅱ　積　　立　　金

その他長期貸付金

有 価 証 券

保 有 医 療 機 関 債

××× 金　　額

×××

×××

資　産　合　計 ×××

長 期 貸 付 金

長 期 前 払 費 用

×××

繰 延 税 金 資 産 ×××

×××

×××

××× 純 資 産 の 部

×××

×××

×××その他有価証券評価差額金

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

　　　　いこと。

　　　　別に表示することが適当であると認められるものについては、当該資産、負

　　　　債及び純資産を示す名称を付した科目をもって、別に掲記することを妨げな

（注）１．表中の科目について、不要な科目は削除しても差し支えないこと。また、

Ⅲ　評価・換算差額等

純 資 産 合 計 ×××

　　　２．社会医療法人及び特定医療法人については、純資産の部の基金の科目を削

　　　　除すること。



様式３－２（医療法人会計基準適用） （新設）

（単位：千円）

 １ 有 形 固 定 資 産

その他の有形固定資産

 ２ 無 形 固 定 資 産

借 地 権 ××× 負　債　合　計 ×××

××× その他の固定負債 ×××

××× ○ ○ 引 当 金 ×××

建 設 仮 勘 定 ××× 繰 延 税 金 負 債 ×××

土 地 ××× 長 期 借 入 金 ×××

車 両 及 び 船 舶 ××× 医 療 機 関 債 ×××

そ の 他 の 器 械 備 品 ××× Ⅱ　固　定　負　債 ×××

医 療 用 器 械 備 品 ××× その他の流動負債 ×××

構 築 物 ××× ○ ○ 引 当 金 ×××

建 物 ××× 前 受 収 益 ×××

××× 預 り 金 ×××

Ⅱ　固　定　資　産 ××× 前 受 金 ×××

そ の 他 の 流 動 資 産 ××× 繰 延 税 金 負 債 ×××

繰 延 税 金 資 産 ××× 未 払 消 費 税 等 ×××

前 払 費 用 ××× 未 払 法 人 税 等 ×××

前 渡 金 ××× 未 払 費 用 ×××

た な 卸 資 産 ××× 未 払 金 ×××

有 価 証 券 ××× 短 期 借 入 金 ×××

事 業 未 収 金 ××× 買 掛 金 ×××

現 金 及 び 預 金 ××× 支 払 手 形 ×××

Ⅰ　流　動　資　産 ××× Ⅰ　流　動　負　債 ×××

科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

貸 借 対 照 表

（平成　　年　　月　　日現在）

資　産　の　部 負　債　の　部

所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　

○「医療法人における事業報告書等の様式について」（平成１９年３月３０日医政指発第０３３０００３号）（抄）

改正後 改正前

法人名　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※医療法人整理番号



その他の無形固定資産

 ３ そ の 他 の 資 産

×××

　　表示することが適当であると認められるものについては、当該資産、負債及び純

負債・純資産合計

純 資 産 合 計

長 期 前 払 費 用 ×××その他有価証券評価差額金

繰 越 ヘ ッ ジ 損 益繰 延 税 金 資 産

　　資産を示す名称を付した科目をもって、別に掲記することを妨げないこと。

資　産　合　計

×××

×××

そ の 他 の 固 定 資 産

保 有 医 療 機 関 債

その他長期貸付金

×××

役職員等長期貸付金

×××

（注）表中の科目について、不要な科目は削除しても差し支えないこと。また、別に

Ⅲ　評価・換算差額等

繰 越 利 益 積 立 金

×××

×××

×××

○ ○ 積 立 金××× ×××

××× ×××

×××

長 期 貸 付 金 ××× ×××

有 価 証 券 ×××

Ⅱ　積　　立　　金

××× Ⅰ　出　　資 　 金 ×××

××× 科　　　目 金　　額

ソ フ ト ウ ェ ア ××× 純 資 産 の 部



様式３－３（医療法人会計基準適用） （新設）

（単位：千円）

 １ 有 形 固 定 資 産

 ２ 無 形 固 定 資 産

 ３ そ の 他 の 資 産

Ⅰ　基　　　　　金

(×××)

資　産　合　計 負債・純資産合計 ×××

純 資 産 合 計 ×××

×××

Ⅲ　評価・換算差額等

 　（うち代替基金）

×××

科　　　目

×××

×××

純 資 産 合 計

金　　額

×××

Ⅱ　固　定　負　債

負　債　合　計

(×××)

金　　額 科　　　目 金　　額

××× ×××

（うち医療機関債）

科　　　目

Ⅱ　固　定　資　産 ××× ×××

Ⅰ　流　動　資　産 ××× Ⅰ　流　動　負　債 ×××

所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　

貸 借 対 照 表

（平成　　年　　月　　日現在）

資　産　の　部 負　債　の　部

○「医療法人における事業報告書等の様式について」（平成１９年３月３０日医政指発第０３３０００３号）（抄）

改正後 改正前

法人名　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※医療法人整理番号

（うち保有医療機関債） (×××)

Ⅱ　積　　立　　金

×××



様式３－４（医療法人会計基準適用） （新設）

（単位：千円）

 １ 有 形 固 定 資 産

 ２ 無 形 固 定 資 産

 ３ そ の 他 の 資 産

（うち医療機関債） (×××)

資　産　合　計 ××× 負債・純資産合計 ×××

純 資 産 合 計 ×××

Ⅱ　積　　立　　金 ×××

Ⅲ　評価・換算差額等 ×××

科　　　目 金　　額（うち保有医療機関債） (×××)

Ⅰ　出　　資 　 金 ×××

××× ×××

××× 純 資 産 合 計

×××

Ⅱ　固　定　資　産 ××× Ⅱ　固　定　負　債 ×××

負　債　合　計

Ⅰ　流　動　資　産 ××× Ⅰ　流　動　負　債 ×××

資　産　の　部 負　債　の　部

科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　

貸 借 対 照 表

（平成　　年　　月　　日現在）

○「医療法人における事業報告書等の様式について」（平成１９年３月３０日医政指発第０３３０００３号）（抄）

改正後 改正前

法人名　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※医療法人整理番号
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